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居宅介護支援事業・介護予防支援事業 重要事項説明書 

<令和８年６月１日現在> 

指定介護居宅支援及び指定介護予防支援の提供にあたり、事業所の概要や提供される内容、利

用上の留意事項等の重要事項について次の通り説明します。 

１ 事業者(法人)の概要 

名称・法人種別 社会福祉法人 和創会 

代表者名 理事長 由井 照二 

所在地・連絡先 (所在地) 熊本県熊本市南区富合町古閑 994－1 

(電話)  096－358－4117 

(ＦＡＸ) 096－358－0588 

 

２ 事業所の概要 

(1) 事業所名称及び事業所番号 

事業所名 居宅介護支援事業所ゆうとぴあ 

所在地・連絡先 (所在地) 熊本県熊本市南区富合町古閑 994－1 

(電話)  096－358－4117 

(ＦＡＸ) 096－358－0588 

事業所番号 4372300428 

管理者の氏名 重元 弥生 

(2) 事業所の従業者体制 

従業者の職種 人数 

(3人) 

区分 常勤換算

後の人数 

(3人) 

職務の内容 

常勤 

(3人) 

非常勤 

(0人) 

管理者 1    1  0.25 従事者及び業務の管理 

介護支援専門員 2    2 

 

 2.75 相談対応、計画作成、介護

支援 

(3) 通常の事業の実施地域 

事業の実施地域 熊本市南区(富合町・城南町・川尻・野田)宇土市、宇城市松橋町 

 ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 

(4) 営業日・営業時間等   

営業日 月曜日から金曜日までで祝祭日も実施。 

(但し 12月 31日～1月 3日は除く) 

営業時間 8：30～17：30 

 

３ 居宅介護支援及び介護予防支援の内容 

・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成    ・課題分析(アセスメント)の実施 

・評価(モニタリング)の実施         ・サービス担当者会議の開催 

・要介護認定等の申請に係る援助       ・サービス事業者との連絡調整 

・給付管理業務               ・相談業務 

（１）居宅サービス計画の実施状況把握のため、特段の事情がない限り少なくとも 1 月 1 回は

居宅等を訪問し面談を実施します。 



（２）利用者又はその代理人及び身元保証人兼連帯保証人の同意がある場合、サービス担当者

会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行

うことが可能なため、その際は個人情報の適切な取り扱いに留意します。 

（３）ご希望に応じて利用者に連絡する内容と同様の通知を利用者の代理人及び身元保証人兼

連帯保証人様にも行います。 

（４）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業所において以下について説 

明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表を行います。 

① 前 6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の各サービスの利用割合 

② 前 6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護

福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

※当事業所の各サービス利用状況は別紙の通りです。 

 

4 サービス提供の手順 

  ご相談(要介護認定済の方は◎印へ) ➡ 要介護・要支援認定申請(代行申請可能) ➡ 

訪問調査 ➡ 認定結果 ➡ ◎事業所との契約・市町村へ居宅サービス計画作成届出 ➡ 

 サービス情報の提供・希望確認・アセスメント ➡ 居宅サービス計画作成 ➡ サービス

担当者会議開催・サービス利用開始 ➡ モニタリング・居宅サービス計画の見直し(必要時) 

 

5 費用 

  要介護認定を受けられた方は、居宅介護支援及び予防支援については、介護保険制度から

全額給付されるので自己負担はありません。 

なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行

われない場合があります。その場合、要介護度に応じた利用料金をご請求致します。利用料

のお支払いと引き換えに領収証を発行します。又、還付に必要なサービス提供証明書を発行し

ます。 

【料 金 表】 

① 居宅介護支援  

区分 サービス単位 サービス利用料金 備考 

居宅介護

支援費

(Ⅰ) 

要介護 1・2 1.086単位 

 

10.860円／月 介護支援専門員 

1人あたり 

利用者 45人未満 要介護 3・4・5 1.411単位 14.110円／月 

介護予防

支援費 

要支援 1・2 472単位 4.720円／月  

※ 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価として、サービス利用の実績

がない場合でも居宅介護支援費の請求が可能であるため算定させていただきます。 

② 各項目の要件に該当する利用者の方については別途次の加算を算定します。 

加算項目 サービス単位 

初回加算 300単位 

入院時情報連携加算Ⅰ 250単位 

入院時情報連携加算Ⅱ 200単位 

退院・退所加算 450単位 



(連携回数やカンファレンス参加回数に 

より料金が異なります) 

600単位 

750単位 

900単位 

通院時情報連携加算 (1月 1回を限度) 50単位 

緊急時等居宅カンファレンス加算 

(1月 2回を限度) 

200単位 

ターミナルケアマネジメント加算 400単位 

介護職員処遇改善加算 総単位数×2.1％ 

③ 居宅介護支援介護給付費の加算《特定事業所加算Ⅲ：323単位 (3.230円)／月》 

事業所は以下の要件を満たすため、特定事業所加算Ⅲを算定します。 

・主任介護支援専門員を配置していること並びに常勤かつ専従の介護支援専門員 2名以上 

を配置していること 

・利用者に関する情報またはサービス提供時にあたっての留意事項に係る伝達等を目的と 

した会議を定期的に開催すること 

・運営基準減算または特定事業所集中減算の適用を受けていないこと 

・事業所の介護支援専門員 1人当たりの件数が 40名未満であること 

・24時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保して

いること 

・介護支援専門員に対し計画的に研修を実施していること 

・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても指定居宅介護 

支援を提供していること 

・地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること 

・介護支援専門員実務研修における実習等に協力又は協力体制を確保していること 

・必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス

含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること 

 

 6 事業所の特色等 

(1) 事業の目的 

 本事業は、要介護者及び要支援者が保健医療サービス及び福祉サービスの適切な利用等

によって、自立した生活を営めるよう居宅サービス計画等を作成提供し、支援することを

目的とする。 

(2) 運営方針 

 本事業は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅においてそ

の有する能力に応じ自立した生活を営む事が出来るように配慮して行うものとする。 

 本事業は、利用者が要介護状態となった場合、利用者の心身の状況、そのおかれている

環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な医療サービス及び福祉サービスが多様な

事業者から総合的且つ効率的に提供されるように配慮して行うものとする。 

 事業者は、居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利

用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅

サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行うものとする。 

 事業者は、本事業の運営にあたっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護

支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。 



(3) その他 

検討会の開催や勉強会などに随時参加し従業者の専門知識、技能の習得、資質向上に努

めています。 

 7 代理人等について 

(1) 事業所では、契約締結にあたり、代理人、連帯保証人及び身元保証人の設定をお願いしています。 

① 代理人は、利用者のご代理人及び身元保証人兼連帯保証人又は縁故者若しくは成年後見人等の

中から選任していただくものとします。 

 ② 代理人は原則として連帯保証人を兼ねることとします。但し、事業所と代理人と協議の上、代

理人とは別の者を連帯保証人とすることができるものとします。 

③ 連帯保証人は身元保証人を兼ねるものとします。 

(2) 代理人の職務は、次の通りとします。 

 ① 利用者に代わって又は利用者とともに、契約書に定める解約・解除の意思表示及び手続き、そ

の他利用者を代理して行う意思表示、事業所の意思表示や報告・通知の受領、事業所との協議等

を行うこと。 

② 利用者を代理して、又は利用者に代わって、サービス利用料等を支払うこと。 

(3) 連帯保証人の職務は次の通りとします。 

  利用者と連帯して、本契約から生じる利用者の債務を負担すること。  

(4) 身元保証人の職務は次の通りとします。 

   利用契約が終了した後、事業所に残された利用者の所持品（残置物）を利用者自身が引き取れな

い場合の受取り及び当該受取り又は処分にかかる費用を負担すること。 

 (5) 連帯保証人の負担する保証債務の内容は以下の通りとします。 

① 連帯保証人の負担は、極度額１０万円を限度とします。 

② 連帯保証人が負担する債務の元本は、利用者、代理人又は連帯保証人が死亡したときに、確定す

るものとします。 

③ 事業所は、連帯保証人から請求があったときは、遅滞なく、利用料等の支払状況や滞納金の額、

損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供します。 

④ 連帯保証人が死亡又は法律上適格でなくなった場合は、利用者又は代理人は別の連帯保証人を

選任するものとします。 

 

8 記録の保管 

（１）事業者は指定居宅介護支援及び予防支援の提供に関する記録を作成することとし、これ

をこの契約終了後 5年間保管します。 

（２） 利用者は事業者の営業時間内にその事務所にて、当該利用者に関するサービス実施記録

を閲覧できます。 

（３） 利用者は、当該利用者に関するサービス実施記録の複写物の交付を受けることができま

す。 

 

9 サービス内容に関する苦情等相談窓口 

(1) 苦情等相談窓口について 

提供したサービス内容等について、相談や苦情を受け付けるための窓口を下表の通り設

置します。 

 



 

 

当事業所  

相談窓口 

窓口責任者  重元 弥生 

受付時間   ８：３０ ～ １７：３０ 

連絡先    電話 ０９６－３５８－４１１７  

FAX ０９６－３５８－０５８８ 

面接 (事務所 1階相談室)  

ご意見箱(玄関に設置) 

※不在の場合は、他の従業者が対応し、担当者に確実に伝達します。 

熊本市役所   

高齢者支援部    

介護事業指導課 

受付時間：８：３０ ～ １７：１５ 

    (土日、祝祭日、年末年始を除く) 

電話番号：０９６－３２８－２７９３ 

宇土市役所 

保険課 

介護保険係 

受付時間：８：３０ ～ １７：１５ 

    (土日、祝祭日、年末年始を除く) 

電話番号：０９６４－２２－１１１１ (内線２１５１) 

宇城市役所 

健康福祉部 

高齢介護課 

受付時間：８：３０ ～ １７：１５ 

    (土日、祝祭日、年末年始を除く) 

電話番号：０９６４－３２－１４０６ 

熊本県国民健康 

保険団体連合会 

受付時間：９：００ ～ １７：００ 

 (１２：００～１３：００、土日、祝祭日、年末年始を除く) 

電話番号：０９６－２１４－１１０１ 

(2) 苦情処理の体制及び手順について 

相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下の通りです。 

① 苦情の申し出・相談を担当者が受付いたします。 

② 苦情の原因となっていることについて利用者からの聞き取りや、関係者への内容確認

により事情(事実)を把握します。 

③ 内容に応じて翌日までには事業所内で検討会議を開催し、当事業所が改善すべき事項

を整理した苦情処理策を作成し、その日のうちに苦情を申し立てた方に説明し同意を

得て実施します。 

④ その後のサービス提供のなかで真に改善されているかを確認し、利用者等の意向に沿

ったサービス提供がなされるよう十分な配慮を行います。 

⑤ 上記の流れにより苦情の解決を図った後も、利用者及び関係サービス事業所とは常時

連携を図り、同じような苦情が再発しないように十分に注意してサービスの提供を行

います。 

⑥ 苦情処理の経過や結果について記録保存し、再発防止とサービス提供体制等の改善に

活用いたします。 

⑦ 利用者から利用されている居宅サービス事業者への苦情があった場合は、当該事業所

への内容確認により事情(事実)を把握し、また、当該事業所へ必要な苦情処理策の検

討を依頼し当該事業者同席の上、苦情を申し立てた方に説明し同意を得ます。 

 

 10 緊急時の対応 

   事業者は訪問時において利用者の体調等が急変した際、主治医または医療機関に連絡を

とるなど必要な行為を行います。また、事故等により、財産の破損等の際は速やかに利用

者及び代理人並びに身元保証人兼連帯保証人に連絡します。 



 

 11 個人情報の保護及び秘密の保持について 

(1) 事業所は、利用者及びその代理人並びに身元保証人兼連帯保証人の個人情報について

「個人情報の保護に関する法律」 

及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めます。 

（2）事業所が得た利用者及びその代理人並びに身元保証人兼連帯保証人の個人情報につい

ては、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担

当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の代

理人及び身元保証人兼連帯保証人の個人情報を用いる場合は当該代理人及び身元保証

人兼連帯保証人の同意をあらかじめ文書により得るものとします。 

 

 12 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について 

(1) 利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めるこ

とや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説

明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。 

(2) サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。また、介護保険被保

険者 証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期

間)及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせ下さい。 

(3) 病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等

するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当

する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。 

 

 13 損害賠償 

    事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者

の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、事業者が加入している損害保険にて、

その損害を賠償します。 

 

 14 重要事項の変更 

    重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合は、利用者及び代理人並びに身元

保証人兼連帯保証人に書類を交付して口頭で説明を行い、同意の確認を行います。 

 

15 身分証携行義務 

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の代理人

及び身元保証人兼連帯保証人から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

【担当の介護支援専門員】 

(1)あなたを担当する介護支援専門員は         ですが、やむを得ない事由で変

更する場合は、事前に連絡を致します。 

(2)利用者より選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門 

員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者

に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の



介護支援専門員の指名はできません。 

 

16 虐待防止 

    事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するために、次

に掲げる通り必要な措置を講じます。 

 (1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者

に周知徹底を図っています。 

(2)虐待防止のための指針の整備をしています。 

(3)従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

(4)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している代理人及び身元保

証人兼連帯保証人・親族同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場

合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

(5)虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 管理者  重元 弥生 

 

17 衛生管理等 

  事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をお

おむね６ヶ月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底

しています。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施 

します。 

 

18 業務継続計画の策定などについて 

(1) 感染症や非常災害の発生時おいて、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に 

実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を

策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的 

に実施します。 

(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

19 ハラスメント対策 

(1) 事業者は職場におけるハラスメント防止に取り組み、従業者が働きやすい環境づくり

を目指します。 

(2) 利用者が事業所の従業者に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行

為、ハラスメントなどの行為を禁止します。 

20 身体的拘束等 

原則として、利用者の自由を制限するような身体的拘束等を行わないことを約束します。 

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には、事前に利用者及び代理

人並びに身元保証人兼連帯保証人へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 



【緊急時等連絡先】 

 

緊急時 

連絡先 

( ご 家 族

等) 

氏名 

(続柄) 

                  

(      ) 

住所  

 

電話番号     

(携帯電話) 

 

 

 

 

主治医 

病院(診療所)名  

 

所在地  

氏名  

電話番号  

 

当事業者はサービスの利用に当たり、利用者に対して重要事項説明書を交付の上、居宅介 

護支援のサービス内容及び重要事項の説明を行いました。 

 説明・交付年月日： 令和   年   月   日 

  事業者        住    所   熊本県熊本市南区富合町古閑 994-1 

             事業者(法人)名  社会福祉法人  和創会 

代表者名     理事長  由井 照二    印 

             事業所名     居宅介護支援事業所ゆうとぴあ 

             事業所番号    ４３７２３００４２８ 

  説明者        職 名      介護支援専門員 

          氏 名                    印 

 

私は、重要事項説明書に基づいてサービス内容等に係る重要事項の説明を受け、その内容に

同意の上、本書面を受領しました。 

 

同意年月日： 令和   年   月   日 

 

利用者          住 所 

             氏 名                    印 

 

 

代理人               住 所 

氏 名                    印 

   

 

身元保証人兼連帯保証人  住 所 

             氏 名                    印 

 


